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業務の改善計画 

 

第１章 責任の所在、役職員の処分 

 

第一 責任の所在 

１．経営の責任 

長期間にわたり、多数の不正行為と不正行為者が生じたことに対する責任は、最終

的には経営陣に帰着するものである。さらに、以下の認識から見ても、経営陣の責任

は、行為者やその上司、本部各部のいずれの責任に増して、より重大である。 

第一に、実効性ある内部統制システムを構築する責任がある経営陣は、公的金融で

ある危機対応業務を、当金庫の利益追求の手段として用いないよう、これらが両立す

る内部統制システムを十分に整備することができなかった。 

特に、危機対応業務の制度趣旨に沿って、厳格な危機要件充足性のチェック体制を

構築すべきところ、企業側のニーズが減退している中にあっても、数次にわたり要件

認定の緩和・簡素化や営業店の与信権限の拡大を続けた。また、営業店の現場におい

ては、形式的・表面的な要件認定に終始していたが、経営陣・本部もそうした運用を

慫慂又は黙認する事態となっていた。 

さらに、経営陣・本部各部において、今般のような不正リスクが生じるリスク認識

が甘く、経営に対する適切な報告体制も構築できず、したがって、不正の端緒・兆候

を看過し、有効なガバナンスを利かせることができなかった。こうした脆弱なガバナ

ンス態勢のため、長期間にわたり、多数の不正を生じさせることとなった。 

第二に、危機対応業務を営業店の業績評価に組み込んで過度な業績プレッシャーを

かけ、危機対応業務を当金庫の収益拡大や営業基盤の維持・拡充のための武器として

利用し、営業現場に過度な業務負担をもたらしたことについては、すべての経営陣の

責任は重いと言わざるを得ない。 

第三に、多くの職員が安易に不正行為を行い、危機対応業務以外でも同様の不正が

発生していることは、当金庫全体で改ざん等に対する規範意識が低下していると言わ

ざるを得ない。組織全体でコンプライアンス意識を徹底できず、不正を不正と認識し

ない風土、事なかれの同質的な組織となっていた点は、経営陣が大きな責任を負って

いる。社外役員の機能発揮等のガバナンス体制構築も不十分で、本部と営業店の風通

しの問題に適切に対処することなく、顧客ニーズに沿うことよりも業績目標をいかに

達成するかという行動様式を生じさせた経営陣の問題は大きい。 

 

２． 職員の責任 

① 本部各部室の責任 

多くの本部各部室が業務運営を適切に執行しえなかったことが多数の不正を生じ
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させてしまった背景にあり、現場の行為者の責任よりも、本部の職員の責任は重いと

考えている。また、本部各部室の中でも、池袋事案に直接関与した本部室職員の責任

は特に重いと考えている。 

具体的な本部各部室の責任は次のとおり。 

（ア）組織金融部 

組織金融部は、過去、何度も自店による監査などにおいて不正の指摘が記載されて

いたにもかかわらず改善に向けた抜本的な対応を図ることなく処理していた等、危機

対応業務が持つリスクを踏まえた業務設計や内部手続き等の整備、並びに発生した不

備等を基礎とした再発防止に向けた取組みを十分に行ってこなかった。また、同業務

に関する営業店指導についても、制度の趣旨を逸脱した案件であっても、形式的・表

面的に要件に当てはめる運用を慫慂する等、不正の広がりを事前に防止することがで

きなかったなど、期待された役割を適切に執行していなかった。 

（イ）業務推進部 

業務推進部は、危機対応業務の推進において、顧客ニーズより業績を優先した営業

の推進、過度な業績プレッシャーをかけたりノルマ必達を要求してきたとの指摘が営

業現場から多数寄せられている。実際、数ある業績評価項目の「貸出金末残」につい

ては、月末数営業日前から、未達店に対し連日プレッシャーをかけ必達を迫っていた。 

このように同部は、一方的に本部からの意向を伝達し、督励するだけで、営業店か

らの声を集め、本部各部に連絡、調整するという、本来発揮すべき期待された役割を

適切に執行していなかった。 

（ウ）総務部 

総務部は、主に監督官庁との調整を行うというその役割からして、危機対応業務に

関して金庫内で最も深く知り得る立場にありながら、経済環境や金庫内の実態把握と

各部間の総合調整機能を十分に発揮しないまま、同業務に係る予算を折衝し獲得し続

けたことが、結果として現場に過大な業績プレッシャーを与えることに繋がった等、

期待された役割を適切に執行していなかった。 

（エ）コンプライアンス統括室 

コンプライアンス統括室は、職員に対するコンプライアンス意識を徹底することが

できず、また、組織金融部が作成する危機対応業務の手続き等の内部規定に対し、同

業務の持つリスクを見逃した。 

さらに、過去に発生した数多くの内部規定違反等の不祥事件の認定にかかる判断に

あたっては、関係法令上の不祥事件性に囚われずに事案に即した対応がなされる体制

となっていないなど、期待された役割を適切に執行していなかった。 

（オ）監査部 
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監査部は、業務監査を毎年実施する中で、改ざんに類する事象も数多く発見してい

たにもかかわらず、事態の重大性を正しく認識できず、単に事務ミスとして認識し、

業務主管部等に報告するのみで問題提起やフォローが不十分で、長年の間、不正行為

を発見できなかった等、期待された役割を適切に執行していなかった。 

（カ）人事部 

人事部は、過去に発生した改ざん事案に対する人事処分が総じて甘く、以後の抑止

力は低いものとなっていた。ハラスメント防止への取組みも不十分で、適時適切な対

応ができていなかった。 

また、職員の超過勤務が常態化する中、業務量の増加要因などの実態を精査するこ

となく残業時間の抑制策を推進するなど、期待された役割を適切に執行していなかっ

た。 

（キ）経営企画部 

経営企画部は、年度間の業務運営方針策定に際し、現場の実情を踏まえずに、危機

対応業務の執行を計画の中核と位置付け、損害担保および利子補給業務の執行を前提

とする業務計画の策定を行い、その執行を業務推進部に委ねた。 

また、危機対応業務等の新業務・新商品の審査のとりまとめに際し、そのリスクに

対する統制を十分に確保していないなど、期待された役割を適切に執行していなかっ

た。 

② 池袋事案に直接関与した職員の責任 

池袋事案に関する経営並びに本部室の問題については、「調査報告書 第２章 問

題の所在と根本原因の特定」に記載の通り。 

    経営の責任はもちろんのこと、同事案に直接関与した、監査部、コンプライアン

ス統括室、組織金融部職員の責任は、本部室職員の中で、最も重いと考えられる。 

③ 不正行為者の上司の責任 

危機対応融資は通常、営業店長まで決裁を要するところ、例えば不正行為者が自作

した試算表は、同様の書式が連続して用いられる、顧客が通常作成する試算表に比べ

て簡易なものである、極端なものは要件確認のための資料の添付そのものがないなど、

行為者の上司である営業課長、営業次長、営業店長が、一定程度の注意義務を発揮す

れば、不審であることが判断できるものも少なくない。また融資後に行われる自店に

よる監査で不備が指摘されていたなどの事例も複数あり、当該指摘を契機に不正の発

見・防止をすることも可能であった。 

不正行為が相当の広がりを見せている事実は、不正行為者の上司がこうした注意義

務を発揮した例が極めて少ないことを示しており、その責任は重い。 

また、不正行為者が過度な業務負担や業績プレッシャー等に晒されていた場合には、
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プレッシャーをかけた当事者であれば当然のことながら、そうでなかったとしても行

為者がこうした状況に置かれていた事実を認識せず、上司としての適切なサポートを

行わなかった点においても責任がある。 

従って、不正行為者の上司個々の責任の程度の決定に際しては、不正行為者である

部下が行った不正行為件数の多寡、不正に対する積極的な示唆・黙認の有無等を踏ま

え、判断する。 

④ 不正行為者の責任 

不正行為者による不正は、顧客から受領した試算表等の日付・金額欄の切り貼りや

自作等、複数の行為形態が認められるが、いずれも顧客の了承を得ずに顧客名義の書

類に事実と異なる記載をしている点に変わりがない。こうした行為は、信用を旨とす

る金融機関にあって超えてはいけない一線であり、当然に責任があると考える。 

但し、責任の重さについては、不正行為に至った動機等としては、業績目標達成や

上司からのプレッシャー等の外的要因もあること、最終的な不正行為の件数や営業窓

口としての経験年数も異なることから、その責任の重さは一律ではない。 

従って、不正行為者個々の責任の程度の決定に際しては、置かれた業務環境や不正

行為の件数、営業窓口としての経験年数等を個別に勘案する他、第三者委員会並びに

今回の全件調査で不正行為を自主的に申告した者について、人事処分を減免すること

を職員に周知したことも勘案して判断する。 
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第二 役職員の処分内容 

１．役員の処分 

 役員の処分については、それぞれの経営責任を明確化し、前回（平成29年4月25日）に  

行った処分から以下の通りに変更して処分を行う。 

 

① 役員報酬の減額 

対象者 変更前 変更後 

代表取締役社長 安達健祐 

 

月額報酬 30％、2 か月

（自主返納）  

無報酬（任期中） 

・処分として月額報酬

100％、6 か月（報酬

減額） 

・残余の額は自主返納 

代表取締役副社長 稲垣光隆、

菊地慶幸 

月額報酬 30％、2 か月

（自主返納） 

月額報酬 50％、6 か月

（報酬減額） 

取締役常務執行役員 門田光

司、佐藤昌昭 

月額報酬 20％、2 か月

（自主返納）  

月額報酬 50％、6 か月

（報酬減額） 

取締役常務執行役員 長谷川

裕二 

月額報酬 20％、2 か月

（自主返納） 

月額報酬 20％、6 か月

（報酬減額） 

取締役常務執行役員 小野口

勇雄、清水紀男 

― 月額報酬 15％、6 か月

（報酬減額） 

常務執行役員 日野賀文、中村

俊彦、梅田晃士郎 

― 月額報酬 15％、6 か月

（報酬減額） 

 

② 退任済み役員に対する相当額の自主返納の要請 

対象者 変更前 変更後 

前代表取締役社長 杉山秀二 

前代表取締役副社長 木村幸

俊、森英雄 

月額報酬 30％、2 か月 月額報酬 100％、6 か月 

元代表取締役社長 関哲夫 月額報酬 30％、2 か月 月額報酬 50％、6 か月 

元代表取締役専務 安倍保 月額報酬 10％、2 か月 月額報酬 20％、6 か月 

元代表取締役専務 法師人稔 月額報酬 10％、2 か月 同左(変更なし) 

元取締役常務執行役員 藤田

巳幸 

― 月額報酬 20％、6 か月 
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２．職員の処分 

職員の処分については、①危機対応業務に関係する本部室職員、②池袋事案に直接関

与した本部室職員、③不正行為者の上司、④不正行為者、以上４つの視点から、社内

規則に則り、厳正な処分を実施。 

処分対象者の合計は 813 名（全職員 3,886 名）※一部重複あり 

 

① 危機対応業務に関係する本部室職員 

危機対応業務の執行に関係する本部室のうち、本部室長等経験者 46 名を処分。 

 

② 池袋事案に関わる本部室職員 

池袋事案発生当時の本部室長等 6 名を処分。 

 

③ 不正行為者の上司 

不正行為を行った職員の上司であった職員 483 名を処分。 

 

④ 不正行為者 

不正行為を行った職員 332 名を処分。 

（行為者 444 名のうち退職者 112 名を除いた人数） 
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第２章 抜本的再発防止策 

平成28年10月に発覚した危機対応業務に係る不正行為事案、その後設置された第三

者委員会の調査報告書の公表等を踏まえ、当面直ちに実施すべき業務の改善計画とし

て、再発防止策を実施してきたところ。 

平成29年4月に「危機対応業務等改革本部」を設置し、第三者委員会の調査結果、継

続調査等の調査結果および主務省検査の結果を踏まえて、問題の所在と根本原因の特

定を行いつつ、再発防止策について策定の検討を行い、出来るところから策定に着手

してきたところであるが、今般の業務改善命令を踏まえ、業務の改善計画の一部とし

て、改めて以下１．～４．の再発防止策を策定した。また、今後の商工中金の業務・

組織のあり方を抜本的に見直すために、同本部を改組し、新たに代表取締役社長を本

部長とする「商工中金改革実行本部」を設置する。 

今後、当金庫は、こうした体制の下、政府において設置される「商工中金の在り方

検討会」の結果を踏まえ、これからの商工中金のビジネスモデルの再構築・ガバナン

スの強化等についても、抜本的な改善計画を策定していく。 

 

１．公的金融と通常業務の峻別  

（１）危機対応業務等 

危機対応業務を通常業務と峻別し、危機対応業務については、制度趣旨を踏まえた

運用の徹底を図るとともに、危機対応業務の企画・運用を所管する本部専門部署（危

機対応業務部）の創設等により、同業務の内部管理体制を強化する。 

① 制度趣旨を踏まえた運用の徹底 

（ア）危機対応業務の業績評価を廃止 

危機対応業務その他国の制度資金については、今後も営業店の数値目標や業績評価

の対象外とする。                【実施済（平成28年12月～）】 

（イ）要件適合性の適切な運用の徹底 

現場に委譲していた要件適合性の確認に関し、本部関与を強化（全件本部事前協議・

事後フォロー確認）することで、制度趣旨に沿った適切な運用体制を強化する。 

【実施済（平成28年12月～）】 

本部事前協議時の確認項目（危機事象との因果関係の他、時系列の確認資料の整合

性）の内部規定を整備。また、資金繰りや業況見通し等を踏まえ、危機対応業務で対

応することの妥当性を本部にて検証する。 

【今回実施】 

過度に拡大してきた営業店の与信権限（損害担保特例）を縮小する等見直しを実施 

する。                                                         【今回実施】 
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要件確認のためのエビデンスについては、簡易な業況確認資料（正規の試算表でな

く手書き資料での代用可とした取扱い等）を廃止する等、内部規定の改正を実施する。 

               【今回実施】 

（ウ）適正な競争環境の確保を踏まえた運用の徹底 

危機対応業務部（②参照）は、本部事前協議時に、危機事象による影響の度合いに

加え、必要事情・資金調達計画等を踏まえた危機要件適合性を確認し、危機対応業務

で対応することの妥当性を検証する。            【再掲】【今回実施】 

適用金利については、信用コスト・経費等を勘案した利率を設定のうえ、市場規律

を歪めない水準での運用を徹底する。                【今回実施】 

経営支援型利子補給については、事前協議時に、実質的な債務償還負担等を踏まえ

た適用必要性、妥当性等を確認する。また、既存の経営支援型利子補給利用先（原則

全先）に対し、決算期の事後フォロー実施時に、経営改善計画の内容について顧客と

確認を行った上でフォローする事務フローへ変更する。        【今回実施】 

（エ）真正性確認を踏まえた業務手続の見直し 

危機対応業務の制度要件の適合性確認に必要となる、お客様からの受領書類(試算表

等のエビデンス書類)について、お客様から社判・社印の押印を受けた上で受領すると

ともに、受領後に管理職が受領書類を確認して確認印を押印する手続きに変更する。 

                    【実施済(平成28年12月～)】 

② 本部専門担当部署(危機対応業務部)の創設 

危機対応業務に係る不正事案の発覚を受け、同事案の再発防止策として、平成28年

12月に危機対応業務管理室(組織金融部部内室)を設置し、危機対応業務の事前協議(要

件確認等の適切な運用を検証)や事後フォローの検証等を実施しているが、同業務をは

じめ公的金融制度(産業投資貸付等の国の制度融資)について通常業務と峻別し、厳正

な内部管理を行うため、同室を改組し、独立した本部機構として、危機対応業務部を

設置する。                            【今回実施】 

 

（２）通常業務 

① 今後のビジネスモデルの検討 

セーフティネット機能の発揮に注力するとともに、当金庫の有する全国ネットワー

クと総合金融機能を活かして、中小企業の創業、成長、再生のライフステージに多様

かつ高度なソリューション提供等を推進するなど、政府が設置する「商工中金の在り

方検討会」の検討結果も踏まえ、民間金融機関とも協調するビジネスモデルの検討を

行う。        

【今回実施】 
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② 真にお客様本位の業務運営 

営業現場において真にお客様本位の業務運営を徹底するため、現場ニーズを適切に

踏まえ、本部と営業店の双方向型の目標設定・業績評価に向けた抜本的見直しを行う

こととする。 

 

平成29年度下期には営業店の貸出金の期末残高目標の廃止（平均残高目標に移行）

の他、数値目標や業績評価項目を大幅削減し、定性評価の導入等を試行する。 

【実施済（平成29年10月～）】 

上記試行の実施状況を踏まえ、個々の職員や営業店の直接の実績値そのものではな

く、そうした実績の積み重ねにより間接的に成果が出てくるいわゆるアウトカム（ベ

ンチマーク指標）等を業績評価項目とすることや、営業店がその地域特性等を踏まえ

て自主的な取組みを行うことに対する評価の導入を検討する等、業績評価体系の抜本

的見直しを検討する。                    【平成30年度～】 

 

③ 現場のキャパシティーを念頭に置いた体制整備 

営業現場に生じていた過度な業務繁忙化への対応として、本部内に専担作業チーム

を設置し、営業部門の事務作業の効率化や本部のサポート体制及び営業部門の業務分

担の見直し等を検討し、随時実施していく。また、検討結果を今後の経営計画におけ

る各制度の設計・運用の見直しに繋げる。       【実施済（平成29年8月～）】 

営業店における真のお客様本位の業務運営を徹底するため、営業店の業務環境にお

ける課題・要望を適正に把握し、業務改善・施策に反映するための体制を整備する。 

【今回実施】 

新設するコンプライアンス統括部にエリア・コンプライアンス・オフィサー（以下

「エリア・コンプラ・オフィサー」という。）（詳細は３．（２）①を参照））を配

置し、営業店におけるコンプライアンスに関する徹底状況確認・指導に加え、マネジ

メント状況、業務繁忙等についてもモニタリングを実施し、それを業務推進部等関係

各部と共有していく体制を整備する。 

【今回実施】 

④ 危機対応業務以外の不正事案への対応 

危機対応業務以外でも発生している改ざん等の不正行為事案（調査報告書 第１章 

第四）については、何れも業績評価の達成や業務の繁忙化、事前・事後のチェックの

仕組みの不備等、危機対応業務の不正行為と同様の動機や原因によるものであり、個

別の対応策（調査報告書 第１章 第四）を実施するとともに、本章に記載している

抜本的再発防止策を着実に実施し、改善の定着化確認を行っていく。            

【今回実施】 
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２．コンプライアンス意識の立て直し 

（１）「コンプライアンス再生プログラム」の策定・実施 

社外取締役の関与の下「コンプライアンス再生プログラム」を立ち上げ、金融機関

としての基本的規律（何が許され、何が許されない行為であるか等）を職員に徹底す

るとともに、当金庫の経営理念について再整理して周知徹底を図る等、抜本的かつ継

続的なコンプライアンス意識の立て直しに向けた取組みを実施する。 

具体的には、虚偽・改ざんの撲滅、適切な業務知識の周知、コンプライアンス研修

の対象・手法の拡充、コンプライアンス・ハンドブックの改定、内部通報制度の拡充(自

主申告やリニエンシーが織り込まれた制度の構築、通報窓口の拡充等) 、誓約書の提

出、継続的なモニタリング等の検討・実施に取り組む。 

今後、二度と同様の不正行為が行われることがないよう、改ざん行為に対する人事

処分は、抑止力発揮の観点からも十分な検討を行った上で、決定する。また、人事処

分の事案の概要・処分内容を、行為者等の人権に配慮しつつ、適時かつ適切に職員宛

て周知・注意喚起を実施する(事案の内容に応じ、管理職のみならず人事部から職員に

直接に周知・注意喚起を行う)。 

 【今回実施】 

３．ガバナンス態勢の見直し 

（１）取締役会の機能強化 

経営会議から委任を受けた会議との位置づけのコンプライアンス会議及び内部監査

会議について、法令遵守態勢、リスク管理態勢の強化に向けて、取締役会直下の経営

会議（議長：代表取締役社長）に格上げした。こうした体制の下、コンプライアンス

及び内部監査について、取締役会において詳細な情報が共有され、検討が行われるよ

う、コンプライアンス及び内部監査に対する取締役会の関与強化を図る。 

【実施済（平成29年4月～）】 

社外取締役として髙巖氏（大学院教授、企業倫理やコンプライアンスの専門家）、

社外監査役として吉戒修一氏（元東京高等裁判所長官）の２名を招聘し、取締役会及

び監査役会の機能強化等ガバナンスの強化を図るとともに、再発防止策等の検討体制

も強化する。 

【実施済（平成29年6月～）】 

経営上の重要課題などについては重層的かつ十分な審議を行うべく、経営会議及び

取締役会において複数回の審議を実施する。              【今回実施】 

外部取締役について、現場の実地訪問・意見交換等の機会を設け、中小企業金融や

当金庫業務に対する理解を深める取組みを強化する。          【今回実施】 

商工中金改革実行本部において、今後、在り方検討会の議論を踏まえ、外部のチェ

ック機能の強化に向けた検討を行い、実施していく。         【今回実施】 
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（２）本部牽制部署の体制強化 

①コンプライアンス統括部署の体制・機能強化 

コンプライアンス統括部署の独立性の確保及び業務の実施体制の強化を図るため、

現状の「コンプライアンス統括室」（総務部の部内室）を「コンプライアンス統括部」

として、独立した本部機構に格上げする。              【今回実施】 

コンプライアンス統括部に、地域毎の営業店を管轄し営業店におけるコンプライア

ンスの定着状況や管理職のマネジメント状況等の把握・指導を行う「エリア・コンプ

ラ・オフィサー」を配置し内部牽制を強化する。また、あわせて、エリア・コンプラ・

オフィサーはマネジメント状況、業務繁忙等についてもモニタリングを実施し、それ

を業務推進部等関係各部と共有していく体制を整備する。 

【今回実施】 

② 内部監査部門の独立性強化と体制・機能強化 

三線としての独立性を確保し、リスクベースアプローチを踏まえた監査手法の見直

し等を実施し、よりリスクの高い分野に監査資源を重点配分する等、以下により内部

監査部門の独立性と体制・機能を強化する。 

（ア）リスクベースアプローチを踏まえた監査手法の見直し 

これまでの内部監査は「経済的利得に基づく動機」による不正への対応に重点を置

いていたが、今般の不正事案への対応の中で、「経済的利得に基づかない動機」による

不正も経営に大きな影響を与えることが明らかになった。今後は、こうした観点を踏

まえ、各業務のリスク評価の考え方を見直し、「経済的利得に基づかない動機」であっ

ても、経営に大きな影響を与えると想定される業務については、重点を置いて内部監

査を行う。 

【実施済（平成 29 年 4 月～）】 

これまで監査部は、策定された不正事案の再発防止策が着実に実行されているか確

認を行っていたが、今後、監査部は、業務主管部が営業店から不正事案発生の報告を

受けた段階から、内部規定違反報告のシステムを通じて事案のモニタリングを開始し、

その再発防止策の策定、実行及び完了まで、適切に対処されているか確認を行う。 

【実施済（平成 29 年 4 月～）】 

本部監査の監査項目にコンプライアンス態勢や内部規定の整備状況等を新たに追加

し、各業務主管部の業務について法令遵守の適切性の観点からも監査を行う。また、

各業務主管部が実施することとしているＲＣＳＡ(リスク・コントロール・セルフ・ア

セスメント1
)における担当業務のリスク評価について、その評価の妥当性を監査項目に

                                                 
1  事務リスクについて、顕在化した損失事象のモニタリングとともに、自ら内在するリスクを
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追加し、業務設計の適切性を監査する。        【実施済（平成 29 年 4 月～）】 

これまで監査部は、平等性の観点から各店に対して画一的な監査を行ってきたが、

当金庫の監査資源をより有効に活用していくため、今後は、よりリスクが高いと思わ

れる業務について重点的に監査を行う「リスクベース監査」の考え方を取り入れる。

こうした考え方に基づき、オフサイト・モニタリング体制の整理・見直しを通じて、

事前に情報を収集・分析する体制を整備し、リスクベース監査の考え方に基づく効果

的な監査プログラムを立案・実施する。            【平成 30 年度～】 

上記の監査プログラムの立案に先立って、監査部による営業店業務監査における監

査の対象業務について、よりリスクが高いと思われる業務の洗い出しを行い、リスク

ベース監査へ移行可能なものは直ちに移行する。           【今回実施】 

（イ）特別調査実施体制の変更 

不祥事件等発生時における特別調査は、コンプライアンス統括部が実施（必要に応

じて業務主管部と連携）することとし、監査部は、第一線（営業店）、第二線（業務主

管部）から離れた「第三線」の立場から、特別調査が適切かつ十分に実施されている

か等、「特別監査」を実施する体制に変更する。           【今回実施】 

（ウ）中期監査計画の策定 

監査内容の高度化を計画的に行うことを目的として、中期監査計画を策定する。具

体的には、リスクベースの往査計画、システム監査導入検討、監査人員・専門性の確

保、キャリアパスの検討、外部監査・アウトソーシングの活用等を中期監査計画の内 

容とする。また、３年ごとに中期監査計画を策定し、取締役会に付議する。                               

【平成 30 年 3 月～】 

（３）リスク管理態勢の強化 

① 業務全般に内包するリスクの点検 

危機対応業務以外の業務全般について、故意・作為等を想定した不正リスクシナリ

オの拡充・点検を行い、必要な統制措置やモニタリング等によりリスク管理態勢の強

化を実施。具体的には、ＲＣＳＡ(リスク・コントロール・セルフ・アセスメント)に

おいて、経済的利得に基づかない動機による故意・作為等を想定したシナリオを拡充

し、業務全般の業務フローに内包される潜在的な不正リスクの点検を行うとともに、

点検結果に基づく必要な統制策を検討・実施する。 

【今回実施】 

② 不正リスクの兆候を把握する取組みの強化 

                                                                                                                                               

把握・評価し、その評価に基づき改善するという継続的なＰＤＣＡサイクル。内部統制やリスク

を評価する自己評価の手法として広く用いられている。 
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上記①の検討結果等に合わせて、不正リスクにかかる自店監査対象の追加を実施し、

当該監査項目の不備は全て事務総合部経由で業務主管部へ報告する体制を構築する。

業務主管部は不正リスクの観点から当該不備をモニタリング(分析)し、不備補完の適

切性確認を実施する。不正リスクを各業務主管部がどのようにしてモニタリングして

いるのかについて、オペレーショナル・リスク管理会議、経営会議や取締役会への報

告等、経営への報告体制を整備する。                【今回実施】 

 

③自作や改ざん等についての業務主管部による不正防止ルールの策定・厳格化 

代理作成の厳禁を徹底する顧客作成書類の範囲を整理する等、自作や改ざん等の不

正防止ルールを整備する。                     【今回実施】 

 

（４）不祥事件等に対する対応の強化 

①コンプライアンス委員会の設置 

取締役会の諮問機関、コンプライアンス統括部署の指導機関として、外部弁護士を

委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、同委員会はコンプライアンスに係る

事案の発生・対応状況を把握する。 

同委員会は、不祥事件等が生じた際、入り口段階（初動時）から関与して、経営へ

の報告、調査方針や不祥事件判定等の指導・牽制（特別調査の発動権も付与）を行う。

こうした取組を通じてコンプライアンス統括部署の独立性を確保する。                              

【今回実施】 

 

②不祥事件等に関する報告体制の整備 

コンプライアンス統括部は、コンプライアンス違反の一報判明時から、コンプライ

アンス委員会への報告・関与を受けることで、より高次の実質的な規範遵守の観点か

ら適切に検討を行うとともに、経営が認識すべき事案（不祥事件等）を把握し、代表

取締役・監査役、経営会議や取締役会への迅速かつ適切なレポーティングを行うよう

報告体制を整備する。                       【今回実施】 

 

 

４．組織全体の働き方・意識改革 

（１）適正な職場環境の整備 

① 中間マネジメント研修の強化 

部下の業務状況の把握、部下への業務負荷の平準化といった適切なマネジメント、

相談しやすい環境作り等に主眼を置いた管理職・課長向けのマネジメント研修を強化
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する。                              【実施済】 

② ハラスメント防止に向けた取組み 

内部通報制度（外部相談窓口）等からの具体的通報のみならず、人事部臨店、多面

評価、本部各部の臨店、エリア・コンプラ・オフィサー（詳細は３．（２）①を参照）

の臨店・モニタリング、監査部業務監査等からハラスメント行為の懸念が伺われた場

合に、人事部に情報が集まる仕組みを構築する。こうした体制のもとで、人事部がコ

ンプラ統括部等と連携してハラスメント事案解決に向けた取組みを強化する。 

  【今回実施】 

③ 適正な時間外勤務の徹底 

業務量の適正化を図るため、業務の抜本的な削減策を講じるとともに、時間外労働

の実態について全店調査を行い、入退館時刻管理システムの導入の検討や労働時間に

当たる業務の明確化等、適正な労働時間を把握するための施策を仕組みと運用の両面

から講じる。                            【今回実施】 

 

（２）本支店間コミュニケーション等の活性化、多様性・専門性ある人材の確保 

経営姿勢の周知、営業店の状況や要望等に対する経営や本部各部室との情報共有に

向けた取組みを強化・拡充する等、営業店の業務環境における課題・要望を適正に把

握し、業務改善・施策に反映するための体制を整備する。       【今回実施】 

新設するコンプライアンス統括部にエリア・コンプラ・オフィサー（詳細は３．（２）

①を参照）を配置し、営業店におけるコンプライアンスに関する徹底状況確認・指導

に加え、マネジメント状況、業務繁忙等についてもモニタリングを実施し、それを業

務推進部等関係各部と共有していく体制を整備する。         【今回実施】 

役職員の意識の変化を定点的に観測し、経営と職員とのコミュニケーションギャッ

プを埋めるツールの一つとして役職員向け意識調査を継続実施する。  【今回実施】

本支店間の人事交流の活性化を図る観点から、本部と営業店間をより一層行き来する

人事ローテーションを運用していく。                【今回実施】 

広く中途採用拡充等により、多様性・専門性ある人材を確保し組織の活性化を図る。                       

【今回実施】 

 

 

 




